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（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
将
来
に
わ
た
る
食
料
の
安
定
供
給
と
農
業
の
持
続
的
発
展
を
図
る
た
め
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営

を
目
指
す
農
業
の
担
い
手
の
育
成
と
、
そ
れ
に
対
す
る
農
地
の
利
用
集
積
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

、

、

、

農
地
の
利
用
集
積
の
特
に
遅
れ
て
い
る
水
田
農
業
を
中
心
に

集
落
営
農
の
組
織
化

法
人
化
を
促
進
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か

増
加
す
る
耕
作
放
棄
地
の
抑
制
、
再
活
用
を
図
る
た
め
、
リ
ー
ス
特
区
の
全
国
展
開
、
総
合
的
な
耕
作
放
棄
地
対
策
に
必
要
な

措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

、

、

、

一

集
落
で
の
話
し
合
い
を
通
じ
集
落
営
農
の
参
加
者
の
役
割
分
担

農
地
の
利
用
集
積
目
標
の
明
確
化
等
が
図
ら
れ
る
よ
う

集
落
に
お
け
る
総
合
的
な
農
地
利
用
の
準
則
と
し
て
策
定
さ
れ
る
農
用
地
利
用
規
程
の
規
定
事
項
の
変
更
、
追
加
等
の
措
置

を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
都
道
府
県
、
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
耕
作
放
棄
地
の
解
消
・
防
止
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
総
合
的
な
構
想
を
策
定
す
べ

き
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
よ
る
耕
作
放
棄
地
に
お
け
る
特
定
利
用
権
の
設
定
、
市
町
村
長
に
よ

る
所
有
者
へ
の
措
置
命
令
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。
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三
、
構
造
改
革
特
区
の
全
国
展
開
と
し
て
、
耕
作
放
棄
地
が
相
当
程
度
存
在
す
る
区
域
に
お
い
て
、
市
町
村
等
が
農
業
生
産
法

人
以
外
の
法
人
に
農
用
地
を
貸
し
付
け
る
事
業
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
地
域
全
体
の
合
意
に
基
づ
く
計
画
的
な
土
地
利
用
を
進
め
る
た
め
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農

業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
策
定
・
変
更
に
際
し
、
市
町
村
の
住
民
に
よ
る
意
見
提
出
の
機
会
を
与
え
る
手
続
を
加
え
る
こ
と

と
す
る
。


